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● 場 所： 可美公園総合センター 第３研修室  
（詳しい場所は裏をご覧ください） 

● 日 時： 平成２３年１０月１９日（水） 

● 時 間： １８：３０～２０：００ 

● 講 師： 税理士法人ヤマダ会計 税理士 大石和寿 

● 参加人数： ３０名様まで 

● 参 加 費： 無料 

● 申込方法： 先着順 （直接電話・メール・ＦＡＸ等でお申込みください） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本セミナーでは、今回の改正内容はもちろんのこと、相続税の基礎から、事前対策ま

でをコンパクトに分かり易くお伝えいたします。 

「経営計画をつくろう！｣ブログ 
http://ybm.hamazo.tv/ 

〒432－8021 浜松市中区佐鳴台一丁目6番11号 

TEL： 053-448-5505 FAX：  053-448-6269  

URL： http://www.yamadakaikei-go.jp/ 

E-mail： info@yamadakaikei-go.jp   

＜受付担当＞大桒（おおくわ） 

㈱ワイビーエム経営研究所／税理士法人 ヤマダ会計 

平成２３年度税制改正大綱によると、相続税は基礎控除が現在の６０％に引き下げら

れ、併せて最高税率も５５％まで引き上げられる予定です。 

この改正が施行されると、課税対象が大きく広がり、今までは相続税に無縁であった

方にも課税が行われることとなります。 

2011-09-02 

【セミナー会場】 

   可美公園総合センター 
（第３研修室） 

 
浜松市南区増楽町９２０－２ 

０５３－４４９－１１５５ 

 

※駐車場は「Ｐ１」を使用して 

下さい。満車の際は「Ｐ５」 

   が開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆相続・節税対策セミナー 参加申込書  （ＦＡＸ ０５３-４４８-６２６９） 
 

氏 名  職 業  

住 所 〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

Ｅ‐Ｍａｉｌ              ＠ 

ご応募は、電話・メール等でも受け付けております。 

 【個人情報のお取扱について】 

ご記入いただきます個人情報は、セミナーの参加に必要な範囲で、ヤマダ会計グループに提供することを同意のうえお申し込みください。 


